
馬毛島における自衛隊施設の整備に伴い、交付される可能性

のある交付金・補助金について、他の地方公共団体の活用の

例もご紹介しながら、ご説明します。

交付金・補助金について

交付金・補助金の交付対象・時期・額

-01-

馬毛島における自衛隊施設の整備に伴い、施設周辺の地方公共団体に対し、それ
ぞれの事情に応じて、以下の４つの交付金・補助金を交付できると考えています。
これらの中には、施設の運用開始前から交付可能なものや、使途に制限のないも
のもあります。

再編交付金
米軍再編により生じる影響を受ける市町村において、住民の生活の利便性の向上等に寄与する事業を

行うことが、米軍再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要と認められる場合、

その事業に係る費用に充てるものとして交付するもの

※交付に際しては、再編関連特定防衛施設及び再編関連特定市町村として指定が必要になります

馬毛島の施設整備に関する調査・検討の段階から、交付可能です

１ 対象

防衛施設の設置・運用により、周辺地域の住民の生活又は事業活動の阻害が認められる場合、

その障害を緩和するために地方公共団体が行う施設整備に係る費用の一部を補助するもの

民生安定助成事業補助金

１

２
公園や農業・漁業用施設等、防衛施設により生じる障害の緩和のために、
地方公共団体が計画する施設整備費用の一部を助成します

再編による影響の程度・範囲等を考慮し、再編の進捗状況に応じて、
交付額を決定します

公共施設の整備のほか、医療・福祉事業や、各種イベント開催、農業・
漁業の振興等、幅広い使途に活用できます

地方公共団体の事業計画に応じて、施設の種類毎に規定された補助率及
び上限額に基づき、交付額を決定します

２ 時期

３ 金額

原則、馬毛島の施設の運用開始以降、交付されます

１ 対象

２ 時期

３ 金額



-02-

ジェット機の離着陸等が実施される防衛施設の設置・運用による影響の程度等を考慮し、

市町村が行う生活環境の改善等の事業に特に配慮を要する場合に、市町村が行うこれらの事業に

係る費用に充てるため、当該市町村に交付するもの

※交付に際しては、特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村として指定が必要になります

自衛隊及び米軍が使用する飛行場等の用に供する固定資産が所在する市町村に対し、

固定資産税の代替的性格を基本として交付されるもの

国有提供施設等所在
市町村助成交付金 （基地交付金）

施設の運用

１．再編交付金

４．基地交付金

３．特定防衛施設周辺整備調整交付金

２．民生安定助成事業補助金

▼参考 交付期間のイメージ

工事調査・検討

特定防衛施設周辺整備調整交付金３

４
使途が制限されない一般財源として交付されます

防衛施設の設置・運用により生じる影響等を考慮して交付額を決定します

馬毛島の施設の運用開始以降、交付されます

国有財産（飛行場等）の資産価格等を基に交付額を決定します

１ 対象

２ 時期

３ 金額

１ 対象

２ 時期

３ 金額

原則、馬毛島の施設の運用開始以降交付されます

公共施設の整備のほか、医療・福祉事業や、各種イベント開催、農業・
漁業の振興等、幅広い使途に活用できます


